
平成２３年度策定

   地域管理経営計画等のあらまし
（釧路根室森林計画区）

第４次地域管理経営計画 平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日

第４次国有林野施業実施計画 平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日

羅臼湖

北海道森林管理局
国民の森林・国有林

注:本資料は計画書本体ではなく、計画の概要を取りまとめたものです。
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１ 釧路根室森林計画区の概要
釧路根室森林計画区の国有林の管理経営は、根釧西部森林管理署及び根釧東部森林管理

署が行っています。本計画区の国有林野は、釧路市、白糠町、釧路町、鶴居村、標茶町、

弟子屈町、厚岸町、浜中町、根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の２市１０町

１村に広がっており、面積は約288千ha（流域総土地面積の30％、流域森林面積の52％）

となっています。



- 2 -

本森林計画区の国有林野の現況は、次のグラフのとおりです。

林種別面積

釧路根室森林計画区 全道国有林

人工林の樹種別面積

釧路根室森林計画区 全道国有林

※複層林は下層木のみ計上

天然生林の林相別面積
釧路根室森林計画区 全道国有林

育成単層林

75.7千ha

（29%）

育成複層林

29.9千ha

（12%）

天然生林

153.5千ha

（59%）

育成単層林

647.2千ha

（23%）

育成複層林

362.7千ha

（13%）

天然生林

1,825.5千ha

（64%）

カラマツ

21.2千ha

（25%）

トドマツ

39.9千ha

（48%）

エゾマツ

アカエゾマツ

20.6千ha

（25%）

その他

1.4千ha

（2%）

トドマツ

448.7千ha

（67%）

エゾマツ

アカエゾマツ

92.1千ha

（14%）

カラマツ

109.1千ha

（16%）

その他

19.8千ha

（3%）

針広混交林

71.7千ha

（47%）

針葉樹林

21.6千ha

（14%）

広葉樹林

60.3千ha

（39%） 針広混交林

680.0千ha

（37%）

針葉樹林

182.3千ha

（10%）

広葉樹林

963.2千ha

（53%）
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２ 管理経営の基本的な考え方
森林に対する国民の要請は、国土の保全や水源の涵養に加え、地球温暖化の防止、生物

多様性の保全、森林とのふれあいや国民参加の森林づくり等、さらに多様化してきていま

す。

本計画では、こうした国民の要請と期待を受け、本森林計画区における課題等を踏まえ、

① 国土の保全その他国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るとともに、

② 林産物を持続的かつ計画的に供給し、

③ 国有林野の活用により地域の産業の振興又は住民の福祉の向上に寄与する

ことを目標として、個々の国有林野を重点的に発揮させるべき機能によって、

① 国土の保全、水源涵養等安全で快適な生活の確保を重視する「水土保全林」

② 貴重な自然環境の保全や国民と自然とのふれあいの場としての利用を重視する

「森林と人との共生林」

③ 木材の持続的な生産を重視する「資源の循環利用林」

の三つの機能類型に区分し、それぞれの目的に応じて、「国民の森林」として、持続可能

な森林の管理経営に取り組んでいくこととしています。なお、各機能の発揮を図るために

必要な施業により生じる木材については、有効利用を図ります。

この地域管理経営計画における機能類型と、国有林の地域別の森林計画において定める

公益的機能別施業森林とは以下の対応関係にあります。

機能類型の区分 公益的機能別施業森林の区分

（地域管理経営計画） （国有林の地域別の森林計画）

水土保全林 土砂流出崩壊防備 山地災害防止／

（国土保全タイプ） 気 象 害 防 備 土壌保全機能

水土保全林 山地災害防止／

（水源涵養タイプ） 土壌保全機能

森林と人との共生林 山地災害防止／土壌保全機能

（自然維持タイプ）

森林と人との共生林 山地災害防止／土壌保全機能

（森林空間利用タイプ）

資源の循環利用林

（※従前どおり） （※今回区分が見直されたもの）

保健文化機能

保健文化機能

水源涵養機能

水源涵養機能

水源涵養機能

水源涵養機能

水源涵養機能

快適環境形成機 能
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３ 機能類型の現況と機能に応じた管理経営の推進
本森林計画区の国有林の機能類型別面積は次のグラフのとおりです。

機能類型別面積
釧路根室森林計画区 全道国有林

（１）水土保全林

水土保全林は、その目的によって「国

土保全タイプ」と「水源涵養タイプ」に

細分しています。

「国土保全タイプ」の森林は、土砂崩

れ、土砂の流出等の山地災害や飛砂、風

害等の気象災害を防ぐことを目的として

森林施業を行うとともに、必要に応じて

治山施設を整備します。また、「水源涵

養タイプ」の森林は、渇水や洪水の緩和

等を目的として森林施業を行います。

（２）森林と人との共生林

「森林と人との共生林」は、その目的によって「自然維持タイプ」と「森林空間利用

タイプ」に細分しています。代表的な森林として、保護林（29箇所）とレクリエーショ

ンの森（13箇所）があります。

「自然維持タイプ」の森林は、特に森林生態系における生物の多様性を図る観点から、

原則として自然の推移に委ねることとしています。また、「森林空間利用タイプ」の森

林は、森林浴や野外スポーツを通じて森林とのふれあいを体験していただくため、その

利用形態に応じて森林施業や施設の整備を行います。

（３）資源の循環利用林

「資源の循環利用林」では、国民生活に必要な木材を安定的かつ効率的に供給するこ

とを目的としており、木材の生産目標に応じて森林施業を行います。

水土保全林

192.6千ha

（67%）

森林と人との共生林

92.3千ha

（32%）

資源の循環利用林

3.1千ha（1%）

水土保全林

2,205.1千ha

（72%）

森林と人との共生林

825.2千ha

（27%）

資源の循環利用林

39.4千ha（1%）

格子状防風保安林
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４ 持続可能な森林経営の実施方向
森林からの恩恵を現世代のみならず次世代へ伝えるため、持続可能な森林経営を進めて

いくこととし、次のような施策を実施します。

① 貴重な野生生物が生息・生育する森林について、そ

の生息・生育環境に配慮した森林施業を推進するなど

多様で健全な森林の整備・保全を推進します。

② 森林生態系としての生産力を維持していくため、適

切な伐採と確実な更新に努め健全な森林の整備を目標

とします。

③ 森林病害虫・野生鳥獣等による被害や山火事等によ

る森林の劣化を防ぐため、適切な森林の保全対策を講

じるとともに、被害を受けた森林の早期復旧を図りま

す。

④ 降雨等に伴う土壌の浸食等から森林を守り、森林が

育む水源の涵養機能を確保するため、適切な森林施業

を実施します。

⑤ 二酸化炭素の吸収源となる森林を確保するため育成

林の整備を推進するとともに、天然生林の適切な保全

を図るほか、木材の利用を促進します。

⑥ 森林レクリエーションの場を提供する

とともに、文化・社会・精神的なニーズ

と価値を有する森林の保全を図ります。

⑦ 「国民の森林」として開かれた管理経

営を行うため、森林計画制度の適切な運

用に努めます。また、市町村における森

林経営計画の運用を技術面から支援する

人材として、高度な知識・技術と豊富な

実務経験を有するフォレスターを育成し

ます。

５ 流域管理システムの推進
民有林と国有林、上流と下流が一体とな

って、地域の森林、林業・木材産業の振興

を図るため「国有林野事業流域管理推進ア

クションプログラム」に基づき、道、市町

村、林業・木材産業関係団体等との連携の

もとで、①国有林材の供給情報や安定的販

売、②森林及び森林機能の充実等、③上下

流の連携強化のための下流住民に対する情

報提供、林業体験活動等の取組を行ってい

きます。

また、地方公共団体等との間で森林整備

等に関する協定の締結や森林共同施業団地

の設定を推進します。

「 弟 子 屈 地 域 森 林 整 備 に 関 す る 協 定 」 を 締 結

地 す べ り 箇 所 の 復 旧 状 況 （ 釧 路 市 ）

若 返 る 防 風 林若 返 る 防 風 林
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６ 主要事業の考え方と事業量
本計画期間（平成24年度～28年度の5箇年）におけ

る主要事業の総量は以下のとおりです。

① 伐採総量

森林の有する公益的機能の持続的発揮や地球温

暖化防止に資する森林吸収源対策を推進するた

め、積極的な間伐に努めるとともに、育成複層林

施業等を推進し、健全で多様な森林の整備・保全

に努めます。 （単位：ｍ
3
、ha）

区 分 主 伐 間 伐 （間伐面積） 臨時伐採量 合 計

材 積 174,191 827,036 （19,736） 40,000 1,041,227

釧 路 市 13,845 55,788 (1,064) 69,633

根 室 市 217 11,954 (245) 12,171

釧 路 町 - 16,836 (433) 16,836

市 厚 岸 町 11,449 113,383 (2,825) 124,832

町 浜 中 町 - 2,098 (84) 2,098

村 標 茶 町 63,977 186,835 (5,369) 250,812

別 弟子屈町 19,371 136,462 (2,575) 155,833

内 鶴 居 村 31,179 59,914 (1,469) 91,093

訳 白 糠 町 2,772 36,216 (862) 38,988

別 海 町 15,308 37,527 (907) 52,835

中標津町 12,958 117,496 (2,510) 130,454

標 津 町 3,115 42,730 (1,242) 45,845

羅 臼 町 - 9,797 (152) 9,797

注）臨時伐採量の市町村別内訳はありません。

② 更新総量

機能類型ごとの森林整備の目標、当該地の自然的条件及び林業技術体系等を総合

的に勘案して、適切な更新作業を実施します。 （単位：ha）

区 分 人工造林 天然更新 合 計

面 積 4,955 297 5,252

③ 保育総量

育成複層林等の多様な森林の確実な成林を期すとともに、森林吸収源対策を推進

するため、現地の実態に応じて実施します。 （単位：ha）

区 分 下刈 つる切・除伐 合 計

面 積 39,235 3,791 43,026

④ 林道事業量

効率的な森林施業の実施や森林の保全巡視等の適切な管理経営に資するよう、現

地の状況にあった整備に努めます。

開 設

区 分 路線数 延長量(m)

27 48,350

ハーベスタとフォワーダによる集材
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⑤ 治山事業量

保全対象に対する事業の必要性・緊急性等を考慮しつつ、計画しています。

区 分 保全施設

箇所数 12箇所

７ 国有林野の維持と保存
（１）森林の保全巡視等

森林の保全巡視に当たっては、林野火災防止の

ための啓発活動、境界の巡視と境界標の確認、廃

棄物の不法投棄への対策、グリーンサポートスタ

ッフ（ＧＳＳ）との連携による入林者へのマナー

指導等の働きかけなどを通じ、適切な国有林野の

保全管理を励行するとともに、野生生物の生息･生

育状況、森林病虫害や鳥獣害の発生状況等の把握

に努めます。

（２）森林や希少野生生物の保護

① 国の天然記念物に指定されているクマゲラ、国内希少野生動植物種に指定されてい

るクマタカ・オオタカ及びその双方に指定されているシマフクロウ等の生息環境の保

全を図るため、これらの生息状況に応じた森林施業を推進します。

② このほかの希少野生生物についても、その生息

・生育の把握に努め、確認された場合や情報があ

る場合には、学識経験者から助言を得るなど、そ

の保護に配慮した施業に努めます。

③ 全域が世界自然遺産に登録されている知床森林

生態系保護地域について、自然の価値を将来にわ

たって損なうことのないよう、原生的な森林生態

系の適切な保護管理を進めます。

④ 急増するエゾシカ被害について、狩猟機会の拡

大等の対策を通じ、被害の軽減に努めます。

エゾシカの囲いワナ

知床森林生態系保護地域の森林

別寒辺牛川タンチョウ生息地保護林別寒辺牛川タンチョウ生息地保護林

GSSに よ る 啓 発 活 動GSSに よ る 啓 発 活 動
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８ 国民参加の森林づくり
「直接森林とふれあい、森林の豊かさを理解しながら、森林づくりに参加したい」とい

う声に応えるため、フィールドの提供、技術の指導等を行うなどにより国民参加の森林づ

くりを推進します。

設定の目的 名 称 面積（ha）

遊々の森 クテクン自遊の森 10.10

ク テ ク ン 自 遊 の 森ク テ ク ン 自 遊 の 森
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参考 主要計画量の対比
現行計画 新計画（案）

主伐については、天然林の現況を踏まえ、

現行計画と比べて減少しています。間伐につ

いては、現行計画に引き続き積極的に取り組

み、森林吸収源対策を推進することとしてい

ます。

人工造林については、現行計画の後半期間

の主伐に伴う更新を含むため増加しています。

天然更新については、天然林の主伐の減少に

伴い減少しています。

保育総量については、対象となる林分の齢級

構成を踏まえ計画しています。

林道の開設については、５箇年間の事業箇所

等を勘案して、必要な箇所を計画しています。

なお、現行計画量は平成２２年度の計画変更

により、既存の作業道を林道へ格上げする路線

を追加したものとなっています。

治山事業については、保全対象に対する事

業の必要性・緊急性等を考慮しつつ、計画し

ています。


